
書式第１２号（法第２８条関係）

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 ぶ ど う の い え

１ 事業の成果

本事業は、全国の難病児とその家族に、東京での入院治療とその看護のための滞在施設を低負担で提供

する社会的な支援を行うことを目的として活動を行っている。今後とも、安全・安心の滞在環境を確保

し、安定した受け入れ態勢の維持と管理向上に努めていきたい。さらに、広報活動事業(賛同者増大事業)
や他の滞在施設事業者との連携・支援活動も強化していきたい。

また、施設・設備の整備・充実に努める他、滞在室の構成を改め、滞在者数の増大と安全性の確保と居

住性の向上を図っていきたい。さらに、日常活動の質的向上とホームページの刷新や「ぶどうのいえだよ

り」による広報活動の活発化や連携する他の滞在施設との交流・訪問を計画している。それと並行して、

日常活動の中核を担っているボランティアの研修も再開し、研修の成果を日常の事業活動での課題解決

や具体的な実務改善に繋げていきたい。

２ 事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業              （事業費の総費用【 13,346】千円）
定款に記載

された
事業名

事業内容 日時 場所
従事
者

人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
（千円）

管理運営に
関する事業
（定款 5 条の①）

滞在施設・設備の
運営事業 通 年

ぶどうのいえ施
設

延べ

865 名

慢性疾患児・移

植患者等とそ

の家族

延べ
190 名 12,446

広報活動に
関する事業
（定款 5 条の②）

HP の運営・会報の
発行・外部支援者
によるチャリティ
ーイベントへの参
加・見学者受入

通 年

随 時

日本全国・東京

都内及びぶどう

のいえ

5 名

HP随時更新、全

国関係者に会

報発送

延べ
600 名    750

援助・支援活
動に関する事業

（定款 5 条の③）

守口ぶどうのい
え・京都ぶどうの
いえ・がじゅまる
のいえその他関連
滞在施設運営相談

通 年

随 時

本年度は電話連
絡による近況の
情報交換･機関
紙交換のみ

5 名

慢性疾患児・移

植患者等とそ

の家族

100

目的達成に
関する事業
（定款 5 条の④）

ボランティアの研
修勉強会等実施、
施設の見学・講演
会

通 年

ぶどうのいえ

施設内及び全国

各地

5 名
慢性疾患児・移
植患者等とそ
の家族

延べ
100 名   50

   13,346

（２）その他の事業                    （事業費の総費用【    】千円）
定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所 従事者
人数

事業費
（千円）

なし
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